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市有財産の有効活用を図ることを目的に、市有地を借り受け、駐車場として管理する事業者を  

選定するため、一般競争入札を実施します。 

 

１ 入札物件（貸付物件） 

 

２ 入札条件 

（１）貸付期間 令和８年４月１日から令和１８年３月３１日まで（１０年間） 

（２）予定価格（最低貸付金額）  年額 ９８９,２８３円 

予定価格（最低貸付金額）は、新居浜市公有財産規則の貸付料に準じて算出しており、貸付

金額は落札金額に消費税及び地方消費税（以下「消費税相当額」という。）を加算した額（１円

未満の端数は切り捨てる。）とします。 

令和９年度以降の年度ごとの貸付金額は、新居浜市公有財産規則の貸付料に準じて算出した

額の当年度と前年度の変動率（小数点以下第３位未満は切り捨てる。）を前年度の消費税相当額

加算前の年額に乗じて得た額（１円未満の端数は切り捨てる。）に消費税相当額を加算した額（１

円未満の端数は切り捨てる。）とします。 

 

３ 日程 

項   目 期 間 等 

入札参加申請期間 令和 7年 11 月 26 日(水)から令和 7年 12 月 11 日(木)まで 

質問の受付期間 令和 7年 11 月 26 日(水)から令和 7年 12 月 8 日(月)まで 

質問に対する回答 令和 7年 12 月 10 日(水)までに回答 

入札参加資格確認結果の通知 令和 7年 12 月 16 日(火)までに通知 

入札及び開札 令和 7年 12 月 23 日(火) 

土地賃貸借契約締結 令和 8年 1月(予定) 

土地引渡し 令和 8年 4月 1日(水) 

 

４ 参加資格等 

（１）新居浜市契約規則（昭和３９年新居浜市規則第３２号）第３条第２項に該当する名簿に記載 

され、新居浜市内に主たる事業所を持つ法人であること。 

（２）過去３年間、継続して新居浜市内で駐車場経営の実績があること。 

（３）国税又は地方税を滞納していないこと。 

（４）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定のほか、次の要

件に該当しない者であること。 

所在地（地番） 地目 公簿面積 貸付範囲実測面積 所有者 現況 

西原町二丁目甲 1546 番 38 宅地 2,080.71 ㎡ 1,235.81 ㎡ 新居浜市 
駐車場 

（48 台） 

中須賀町二丁目甲 1546 番 42 宅地 921.65 ㎡ 921.65 ㎡ 新居浜市 
駐車場 

（32 台） 

   合 計   
 

2,157.46 ㎡     
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ア 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の適用を申請した後、同法に基づく裁判所から

の更生手続開始決定がされていないこと。  

イ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の適用を申請した後、同法に基づく裁判所から

の再生手続開始決定がされていないこと。 

ウ 役員等（法人である場合にはその役員（執行役員を含む。）又はその支店若しくは営業所

の代表者をいう。）が、暴力団員等（新居浜市暴力団排除条例（平成２３年条例第２９号）

第２条第３号に規定する暴力団員等又は同号に規定する暴力団員等でなくなった日から５年

を経過しない者をいう。以下同じ。）であると認められること。 

エ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２

条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員等が経営に実質的に関与してい

ると認められること。 

オ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目

的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしたと認められること。 

カ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、便宜を供与するなど直接的若

しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められること。 

キ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる

こと。 

（５）入札参加資格審査申請書の提出期限の日から落札者の決定の日までの間において、新居浜市

の指名停止措置を受けている期間中でないこと。 

 

５ 入札参加申込み等 

（１）募集要項の公表、様式の配布 

  令和７年１１月２６日（水）市ホームページに掲出 及び 新居浜市総務部管財課で配布 

（２）入札参加申請 

 ア 受付期間  令和 7年１１月２６日（水）から令和７年１２月１１日（木）まで 

（土、日曜日を除く８時３０分から１７時１５分まで） 

イ 受付場所  新居浜市総務部管財課（新居浜市一宮町一丁目５番１号 市役所２階） 

ウ 申込方法  受付場所に提出書類を持参してください。 

（３）提出書類 

  ア 入札参加資格審査申請書兼誓約書（様式１） 

イ 法人の登記事項証明書（履歴事項全部証明書） 

  ウ 定款（最新のもの、コピー可） 

  エ 印鑑証明書（法務局に届け出た印鑑の証明書） 

  オ 国税の納税証明書（未納がない証明書） 

   「法人税」及び「消費税及び地方消費税」  

カ 新居浜市税の納税証明書（未納がない証明書） 

   「法人市民税」及び「固定資産税」 

  キ 過去３年間、継続して新居浜市内で駐車場経営の実績があることが確認できる書類 

（４）連帯保証人に関する提出書類 

  ア 連帯保証人となる旨の同意書（様式２） 

  イ 法人の登記事項証明書（履歴事項全部証明書） 

  ウ 印鑑証明書（法務局に届け出た印鑑の証明書） 
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  エ 国税の納税証明書（未納がない証明書） 

「法人税」及び「消費税及び地方消費税」  

オ 新居浜市税の納税証明書（未納がない証明書） 

   「法人市民税」及び「固定資産税」 

    ※上記の「登記事項証明書」、「印鑑証明書」及び「納税証明書」は、いずれも発行後３か 

月以内のもので、複写したものは不可とします。 

    ※その他、必要に応じ上記以外の書類提出を求めることがあります。 

    ※提出書類は理由の如何によらず返却しませんのでご了承願います。 

（５）入札参加資格確認結果の通知 

  入札参加資格の確認結果は、令和７年１２月１６日（火）までに通知します。 

 

６ 入札及び開札 

（１）入 札 日  令和７年１２月２３日（火） 

（２）入札時間  １４時００分から 

（３）開札時間  入札後直ちに入札者の面前で行います。 

（４）執行場所  新居浜市役所 ２１会議室（市役所２階） 

（５）持参物    

ア 入札参加資格者決定通知書 

  イ 入札書（様式３） 

  ウ 委任状（代理人による入札の場合）（様式４） 

（６）落札者の決定  予定価格（最低貸付金額）以上で、最高価格をもって有効な入札を行った

者を落札者とします。なお、落札となるべき同価の入札をした者が２者以上

あるときは、当該入札者によるくじ引きにより落札者を決定します。 

（７）入札の無効   入札参加資格がない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、 

無効とします。 

 

７ 契約の条件 

（１）貸付契約の内容 

  本件の貸付契約は、地方自治法第２３８条の５第１項の規定に基づく貸付け（賃貸借契約）で 

す。 

（２）貸付期間等 

  貸付けの期間は、令和８年４月１日から令和１８年３月３１日までの１０年間で、貸付期間 

 が終了した時は、原状に回復していただきます。 

（３）連帯保証人 

  債務履行のために、次の要件を備えた連帯保証人を立てていただきます。 

ア 新居浜市契約規則（昭和３９年新居浜市規則第３２号）第３条第２項に該当する名簿に記   

 載され、新居浜市内に主たる事業所を持つ法人であること。 

イ 国税又は地方税を滞納していないこと。 

ウ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定のほか、次の

要件に該当しない者であること。  

(ア)  会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の適用を申請した後、同法に基づく裁判所

からの更生手続開始決定がされていないこと。  
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(イ) 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の適用を申請した後、同法に基づく裁判所

からの再生手続開始決定がされていないこと。 

(ウ) 役員等（法人である場合にはその役員（執行役員を含む。）又はその支店若しくは営

業所の代表者をいう。）が、暴力団員等（新居浜市暴力団排除条例（平成２３年条例第

２９号）第２条第３号に規定する暴力団員等又は同号に規定する暴力団員等でなくなっ

た日から５年を経過しない者をいう。以下同じ。）であると認められること。 

(エ) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員等が経営に実

質的に関与していると認められること。 

(オ) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を

加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしたと認められること。 

(カ) 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、便宜を供与するなど

直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認めら

れること。 

(キ) 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認

められること。 

（４）貸付料の納付 

  貸付料は、当該年度分の貸付料を毎年新居浜市が定める期日までに、新居浜市が指定する方法 

により納付してください。 

（５）貸付料の改定 

令和９年度以降の年度ごとの貸付料は、毎年度、固定資産税の仮評価を行い得た課税標準額の 

当年度と前年度の変動率（小数点以下第３位未満は切り捨てる。）を前年度の消費税相当額加算前

の年額に乗じて得た額（１円未満の端数は切り捨てる。）に消費税相当額を加算した額（１円未満

の端数は切り捨てる。）とします。 

 

当初年度以外の年間貸付料＝ 

当年度の固定資産税仮課税標準額  

前年度の年間貸付料（消費税加算前）×                   ＋ 消費税相当額 

                       前年度の固定資産税仮課税標準額 

   

（６）貸付物件の用途指定など 

  ア 貸付物件の使用用途は貸駐車場とします。 

イ 現在、貸付物件は、民間の管理事業者が月極駐車場として管理し、利用されていますので、

現在の利用者が継続して利用を希望する場合は、優先的に利用できるよう御配慮ください。 

ウ 今回、新たな管理事業者に決定した場合は、令和８年３月３１日までに、現管理事業者と

協議の上、駐車場の管理事業者の変更等について、月極利用者に周知し、継続利用等につい

ての必要な手続きを実施してください。 

エ 貸駐車場の駐車料金は、近隣の月極駐車場に比べ高額にならない範囲で、借受人が決定し

ますが、初年度の月極駐車料金は新居浜市と協議の上、決定してください。 

（７）禁止事項 

  ア 貸付物件に建物を建築することはできません。 

  イ 貸付物件を第三者に転貸することはできません。 
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  ウ 本件賃借権を第三者に譲渡し、又は権利を設定することはできません。 

（８）実地調査等 

  前記（６）及び（７）の履行を確認するため、新居浜市が貸付物件の利用状況等について実地 

調査を行うとき、又は関係資料の提出を求めたときは、借受人は新居浜市に協力しなければなり

ません。 

（９）違約金 

  前記（６）から（８）までに違反した場合には、「年間貸付料（契約金額）」の 100 分の 30に相 

当する額を違約金として新居浜市に支払わなければなりません。 

（１０）解約の申入れ 

  貸付期間中に本件契約の解除を希望する場合は、貸付開始日から起算して１年を経過した日か 

ら、解約の理由を付した書面で解約を申し入れることができます。 

解約日は、新居浜市が解約の申入れの書面を受領した日から６か月を経過した日の属する月の

末日とし、既納の貸付料は返還しません。 

（１１）契約の解除 

  新居浜市が、貸付物件を公用又は公共用に供する必要が生じたときは、契約を解除することが 

あります。 

（１２）物件の引渡し等 

  貸付物件は、現況有姿の状態で引き渡し、貸付期間が終了した場合は、原状に回復して返還し 

ていただきます。ただし、貸付期間の終了前に借受人が新居浜市の承諾を得た場合は、その限り 

 ではありません。 

（１３）工作物の設置等 

  引渡し後に借受人が埋設物の施工や工作物の設置、区画線や標識等の工事を行う場合、事前に 

新居浜市にその内容の分かる書類を提出し、その承諾を得ていただきます。 

（１４）運営経費等の負担 

  当該駐車場の運営、維持管理及び修繕等に係る経費及び駐車場の光熱水費は、借受人に全て 

負担していただきます。 

（１５）中央雨水ポンプ場に関する工事等 

  西原町駐車場用地の地下に埋設される中央雨水ポンプ場の雨水管に修繕等が必要になる場合、 

新居浜市は借受人に事前に状況等を説明し、借受人の承認を得た上で工事を行うこととします。 

 

８ 質問の受付 

令和７年１１月２６日（水）から令和７年１２月８日（月）まで、電子メールでのみ本件に関す

る質問を受け付けます。令和７年１２月１０日（水）までに、原則、入札参加申込者全員に回答を

送付します。 

 

質問の送付先メールアドレス kanzai@city.niihama.lg.jp  

 

記載必要事項 

（１）件名は「駐車場貸付の入札に関する質問」としてください。 

（２）送信者は質問のほか次の事項を記載してください。 

ア 法人名 

イ 担当部署名 
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ウ 担当者名 

エ 電話番号 

オ メールアドレス 

 

９ その他 

（１）本件入札を辞退される場合は、入札日の前日までに入札参加辞退届（様式５）を提出し 

てください。 

（２）本件入札に関する問い合わせ先は、次のとおりです。 

   新居浜市 総務部 管財課 

   電話   ０８９７（６５）１２２２ 

   E-mail kanzai@city.niihama.lg.jp  

 

 


